
1 

戦略的イノベーション創造プログラム運用指針（ガバニングボード 令和４年１２月２３日最終改正）新旧対照表 

新 旧 

戦略的イノベーション創造プログラム運用指針 

ガ バ ニ ン グ ボ ー ド 

平 成 ２６年 ５月 ２３日  

平成２８年３月３１日改正 

平成３０年３月３０日改正 

平成３０年７月１９日改正 

平成３１年３月２８日改正 

令和元年６月２７日改正 

令和４年３月３１日改正 

令和４年１２月２３日改正 

令和５年 月  日改正  

「科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針」（平成２６

年５月２３日 総合科学技術・イノベーション会議。以下「基本方針」とい

う。）に基づき、戦略的イノベーション創造プログラム（以下「ＳＩＰ」とい

う。）の実施に必要な運用指針を定める。 

１～１５ （略） 

戦略的イノベーション創造プログラム運用指針 

ガ バ ニ ン グ ボ ー ド 

平 成 ２６年 ５月 ２３日  

平成２８年３月３１日改正 

平成３０年３月３０日改正 

平成３０年７月１９日改正 

平成３１年３月２８日改正 

令和元年６月２７日改正 

令和４年３月３１日改正 

令和４年１２月２３日改正 

「科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針」（平成２６

年５月２３日 総合科学技術・イノベーション会議。以下「基本方針」とい

う。）に基づき、戦略的イノベーション創造プログラム（以下「ＳＩＰ」とい

う。）の実施に必要な運用指針を定める。 

１～１５ （略） 
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１６．その他 

○研究推進法人等は、公募により競争的に配分する経費のうち、研究

に係るものについては、競争的研究費制度として「競争的研究費に

関する関係省庁連絡会申し合わせ」その他所要の措置を講ずるも

のとする。 

○間接経費は、「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針

（平成１３年４月２０日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合

わせ）」に基づき、直接経費の３０％に当たる額とする。なお、研究開

発等の業務を行う大学・研究開発法人等以外に関しては、１０～１

５％とすることを基本とする。 

○なお、令和５年５月○日改正の前に、公募を開始している又は公募

の準備を行っている研究開発テーマに係る契約については改正前

の運用指針を適用できるものとし、当該契約の期間中は当該内容が

継続できるものとする。 

 

１７～１９ （略） 

 

（別紙） （略） 

１６．その他 

 

 

 

 

○間接経費は、直接経費の１０％～１５％を基本とする。ただし、「競争

的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成２６年５月２９日改

正 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）」に規定する

間接経費に相当するものとして、３０％以内の額まで配分できるもの

とする。 

 

 

 

 

 

１７～１９ （略） 

 

（別紙） （略） 

 


